
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

５　中心経営体の現状・今後の農地の引き受けの意向

28 経営体 409.2ha 460.1ha

   ※ 「今後の農地の引受けの意向」は、現状の経営面積に地区内の中心経営体が今後新たに引き受け意向のある
   耕作面積を合計したものとなっています。

人・農地プラン検討会や遊休農地対策検討会等で地域の農業者、ＪＡ、関係機関等において情報交換を行い、担
い手間の協同作業体制を推進し、労働力不足の解消に取り組むとともに、担い手への集積を進める。

地域の農地所有者で他職種から定年退職となる人材を集落営農法人の後継者として指導・育成する。

地域の集落営農法人、認定農業者、関係機関で連携し、認定新規就農者等の若手農業者を育成する。

中心経営体数 現状の経営面積 今後の農地の引受けの意向

農地利用については、地区内の集落営農法人及び認定農業者等の担い手へ集積を行うことで、農作業の効率化
と生産性の向上を進める。また、担い手の経営維持を図るため、後継者として若手農業者の人材確保を行う。

ⅰ　うち後継者なしの農業者の耕作面積の合計 65.9ha

ⅱ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 60.6ha

ⅲ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.4ha

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 50.9ha

（備考）

・地区内の現状として、７０歳以上の農業者の耕作面積は１８８．２ｈａあり、うち後継者がいない６５．９ha、後継者
未定が６０．６ha、後継者について不明が０．４haとなっており、併せた耕作面積は１２６．９ｈａとなります。
なお、今後、地域の中心経営体が引き受ける意向の耕作面積は５０.９haとなっておりますので、約７６ha（１２６．９
ha－５０．９ha）について、新たな担い手の確保が必要である。
・地区内の遊休農地や後継者がいない農家の農地を集落営農法人や認定農業者が借り受ける流れができている
が、担い手のなかでも労働力不足が問題となっている。
・若手の農業者が少なく、将来的に担い手の高齢化により後継者不足が見込まれる。
・地域インフラ（水路および圃場周辺道路）の維持・管理を担う人材が不足しており、農地を集約している担い手の
負担が大きく、維持・管理を行う人材の確保が地域全体の問題となっている。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

①地区内の耕地面積 543.1ha

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 455.8ha

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 188.2ha
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